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３． 就学相談の流れ 

 ＜小学校就学・中学校就学・転学の相談＞ 

 保護者からのお申込み（電話受付）により相談を受け付けます。 

 

 

               

 

 

 

 

         

         

 

 

 

 

 

          

 

 

 

          

      

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

         

               

 

 

 

 

         

 

 

 

 

相 談 受 付 

〈 電話受付 ： 8:30～17:00 〉 

お子様と保護者の面談 
· 場 所 ：教育センター （池上会館４階） 

· 所要時間：５０分程度 

· 持ち物：筆記用具・ご記入済みの書類３点 

·         （「面談票」「就学相談票」「お子様についての調査票」） 

愛の手帳 ※・身体障害者手帳 ※ 

過去に受けた心理発達検査等の結果 ※ （※は、お持ちの場合のみ） 
 

· 内 容 ：お子様、保護者との面談 

 〈お聞きすること〉・就学に向けてご相談されたい点 

  ・就学先に関するご希望 

  ・成育歴、発達の状況、行動の特徴等 

  ・通園、通学、通所先での様子  
· 通常の学級、特別支援学級、特別支援学校等の見学を、行動観察会ま

でにお願いしています。  

· 学校公開日の見学や、公開日以外に個別に見学を希望される場合は、

保護者から直接、学校にお問い合わせください。 

心 理 発 達 検 査 
· 場 所 ：教育センター （池上会館４階） 

· 所要時間：３０分～1時間半程度 

· 内 容 ：お子様の心理発達諸検査 
 

· 原則としてお子様と心理相談員の一対一で行います。 

· お子様に応じて検査の種類を選択します。 

※ 医療機関、療育機関等、外部機関で実施された検査結果を活用することも

可能です。 

検 査 の 報 告 
· 場 所 ：教育センター （池上会館4階） 

· 所要時間：３０分程度 

· 内 容 ：保護者を対象に検査結果を報告 
 

※ 結果のご報告の際は、お子様の来室は不要です。 

· 場 所 ：教育センター （池上会館4階） 

· 所要時間：40分程度 

· 内 容 ：お子様への質問・観察、保護者への質問 
 

※ かかりつけ医での診察所見（指定の様式）や愛の手帳の提示で代替可能な

場合があります。 

医  学  診  察 
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· 場 所 ：教育センター内 （池上会館内） 

· 所要時間：約1時間～2時間程度（相談内容によって異なります） 

· 持ち物：筆記用具・水筒  

· 内 容 ：お子様の行動観察（模擬授業により） 

· 特別支援学級または特別支援学校の教員、相談員による観察 
 

※ 入学後（進学後）に、特別支援学級/特別支援学校への転学を希望する

場合は、担当相談員同行のもと、転学予定の学校で行動観察を行いま

す。 

行 動 観 察 

· お子様にとって最も適切な学習環境はどこなのかを検討し、就学先につい

ての方向性を出します。 ※ 委員会には保護者は参加しません。 
 

＜就学支援委員会＞ 

· 通園（通学）・通所先からの所見、行動観察記録、医学診察記録、心理発達

検査の結果、相談員からの所見等の資料をもとに検討します。 

· 特別支援学級設置校の校長・担任、都立特別支援学校の担任、就学相談員、

心理相談員、医師、子ども発達センターわかばの家、教育委員会指導課、

学務課などの委員で構成されます。 

 

· 就学支援委員会での結果は、教育センターより保護者にご連絡します。 

· 就学支援委員会の結果と異なる就学先を希望する場合は、教育委員会 学務

課との相談を行います。ご希望される際は、就学相談員までお知らせくだ

さい。 

 

入級申込書の発送 

就学通知書の発送 

· 特別支援学級（区立）の場合は、入級申込書を保護者宛てに発送しますの

で、必要事項を記入し、大田区教育委員会 学務課宛てに返送してください。 

· 特別支援学校（都立）の場合は、東京都の相談に引き継がれるため、都担

当よりお知らせいたします。 

 

 

· 学務課 特別支援教育担当から令和８年1月（予定）以降、順次発送します。 

· 通級や転学のご相談については、その都度お知らせします。 

就学支援委員会 

就学支援委員会の 

結果の連絡 
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